
第

二

千

七

百

七

十

四

号

平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

五
三
一
ペ
ー
ジ

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

五
三
二

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

五
三
二

○
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施

(

生
活
安
全
総
務
課)

五
三
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
八
年
八
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
一�
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
荘
川
町
六
厩
字
入
谷
七
五
二
の
一
、
七
五
二
の
二
、
字
西
平
山
下
平
七
五
一
の
四
、
七

五
一
の
五
、
丹
生
川
町
森
部
字
森
部
峠
一
五
八
七
の
一
、
国
府
町
宮
地
字
椹
谷
一
八
五
四
の
一
、

一
八
五
四
の
二
、
一
八
五
五
、
一
八
五
六
の
三
、
国
府
町
瓜
巣
字
楢
木
平
一
〇
八
七
の
一
か
ら
一

〇
八
七
の
一
一
、
一
〇
八
八
の
一
、
字
ま
い
が
洞
一
一
〇
〇
の
六
、
一
一
〇
〇
の
七

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三�
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種
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岐

阜
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公

報

毎
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(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日



山

く

ろ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
及
び
標
柱
一
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

(

次
の

図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

高
山
市
清
見
町
三
日
町

字
山
く
ろ

三
〇
九
番
一

一
号

字
保
木
平

二
三
七
六
番
一

二
号

二
三
八
六
番

三
号

小

泉

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
及
び
標
柱
一
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

(

次
の

図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

多
治
見
市
明
和
町

一
丁
目

八
番

一
号
、
四
号
、
五
号
、
七
号
、
八
号
及
び
九

号

二
丁
目

六
三
番
一
七

二
号
及
び
三
号

一
丁
目

九
番
七

六
号

字
山
く
ろ

二
八
六
番
二

四
号

二
八
八
番
二

五
号

字
井
口

三
二
五
番
一
三

六
号

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

二
一�
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
坂
下
字
下
ノ
平
九
七
一
の
三
、
字
平
滝
九
八
五
の
一

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
止

三�
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
多
治
見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
ケ
原
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

関
ケ
原
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
台
帳
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
八
日
か
ら

同

年
十
月
二
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

不
破
郡
関
ケ
原
町

○
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施

警
備
業
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
備
員
等

の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
七
年
国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

石

井

成

一

一

検
定
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

検
定
規
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
警
備
業
務
に
係
る
二
級
検
定

二

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

学
科
試
験

一�
実
施
日
時

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で(

受
付
時
間
は
、
午
前
九

時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
五
十
分
ま
で
と
す
る
。)

。

二�
実
施
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部(

二
階
玄
関
に
お
い
て
受
付
を
行
う
。)

２

実
技
試
験

一�
実
施
日
時

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日(

金)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。

な
お
、
受
験
者
数
に
よ
り
日
程
変
更
を
行
う
場
合
は
、
学
科
試
験
後
に
通
知
す
る
。

二�
実
施
場
所

岐
阜
県
瑞
穂
市
十
九
条
四
一
三
番
地
一

瑞
穂
市
牛
牧
北
部
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三

受
検
定
員

二
十
人

四

受
検
資
格

岐
阜
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
又
は
岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

五

検
定
内
容

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合

格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
を
行
わ
な
い
。
ま
た
、
実
技
試
験
の
受
験
者
に
つ
い
て

は
、
試
験
途
中
に
合
格
基
準
に
達
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
試
験

を
中
止
す
る
。

１

学
科
試
験

一�
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二�
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

三�
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

四�
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

２

実
技
試
験

一�
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

二�
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

六

検
定
の
申
請
方
法

１

受
付
期
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
六
日(

水)

か
ら
同
年
十
一
月

四
日(
金)

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
受
付
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
定

員
に
達
し
た
時
は
受
付
を
締
め
切
る
。

な
お
、
代
理
人
に
よ
る
申
請
及
び
郵
送
等
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

２

申
請
先
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写
真(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

添
付
書
類

一�
岐
阜
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
当
該
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

二�
岐
阜
県
外
に
住
所
地
を
有
し
、
岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

は
、
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

検
定
申
請
書(

検
定
規
則
別
表
第
一
号)

二
枚

一
通

一
通

次
の
い
ず
れ
か
の
警
察
署
生
活
安
全
課
と
す
る
。

一�
岐
阜
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

二�
岐
阜
県
外
に
住
所
地
を
有
し
、
岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
に
あ
っ
て

は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

申
請
時
の
提
出
書
類

４

受
検
手
数
料

一
六
、
○
○
○
円(

岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
検
定
申
請
時
に
納
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
既
納

の
受
検
手
数
料
に
つ
い
て
は
還
付
し
な
い
。)

七

受
検
日
の
服
装
及
び
持
ち
物

１

学
科
試
験

受
験
票(

申
請
時
に
交
付
さ
れ
た
も
の
。
な
お
、
持
参
し
な
い
場
合
は
受
検
を
認
め
な
い
。)

、

身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
等
の
顔
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
も
の)

及
び
筆
記
用
具

２

実
技
試
験

受
験
票
、
身
分
証
明
書
、
筆
記
用
具
及
び
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ

な
お
、
警
備
員
で
あ
る
者
は
、
勤
務
時
の
制
服
、
制
帽
等
を
着
用
す
る
こ
と
。

八

問
合
せ
先

岐
阜
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課

電
話(

○
五
八)

二
七
一
―
二
四
二
四

内

線
三
○
二
六
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平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日
発
行
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